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１．家計簿に例えると 

本市の平成 22～26 年度の普通会計の決算を、サラリーマン家庭の家計簿に例えてみまし

た。 

 （１）資産の状況 

（単位：百万円） 

区    分 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

貯金残高（基金残高） 5,610 6,211 7,267 8,147 8,406 

借金残高（市債残高） 17,672 17,459 17,582 17,502 18,409 

 

貯金残高は、前年度より 2億 5,900万円増えて 84億 600万円となりました。一方、借金

残高は前年度より 9 億 700 万円増加し、184 億 900 万円となりました。苦しい台所事情の

中、貯金を増やし新たな借金を抑えて将来の財政負担に備えていますが、依然として借

金は貯金の 2.19倍あります。 

  

 

（２）家計の状況 

（単位：百万円） 

区    分 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

収 入 19,217 19,083 19,133 18,990 20,930 

 給料（市税） 5,205 5,323 5,309 5,138 5,029 

 パート収入（使用料・手数料、

分担金・負担金、繰越金等） 
1,023 1,044 1,037 1,145 1,484 

 貯金の払出し（繰入金） 88 110 72 80 229 

 親からの仕送り（地方交付税、

国県補助金等） 
11,106 10,950 10,857 10,997 11,716 

 住宅ローン（市債：投資的事

業費充当） 
571 767 951 710 1,591 

 生活ローン（市債：臨時財政

対策債） 
1,224 889 907 920 881 

区    分 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

支 出 19,217 19,083 19,133 18,990 20,930 

 食費（人件費） 3,155 3,213 3,108 3,076 3,048 

 家族の医療費（扶助費） 1,933 2,018 2,022 2,057 2,171 

 光熱水費（物件費） 2,125 2,032 1,954 2,109 2,307 

 車や家財の修理代（維持補修

費） 
131 134 155 147 144 

 子どもたちへの仕送り（繰出

金） 
3,217 3,387 3,376 3,470 1,754 
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 借金の返済（公債費） 2,101 2,148 1,991 1,949 1,777 

 家の増改築費（普通建設事業

費、災害復旧費） 
3,096 2,989 3,090 2,786 4,280 

 友人への援助（補助費等、投

資、貸付金） 
1,871 1,972 1,897 1,954 4,049 

 貯金（積立金） 925 421 778 624 219 

 その他（歳計剰余金） 663 769 762 818 1,180 

平成 26年度の年収は、給料とパート収入を合わせた 65億 1,300万円ですが、これに親

からの仕送りや借金を重ねて 209 億 3,000 万円の生活を送っています。景気は緩やかな

回復を続けていますが、給料は未だ減少傾向です。 

一方、食費は徐々に切り詰めていますが、家族の医療費や子どもたちへの仕送りにつ

いては、増加傾向に変わりはありません。また、引き続き家の増改築工事などを行ったため、

住宅ローンを借り入れ、それでも足りないため、（使い道が決められていない）生活ローンも

借り入れました。 

借金のうち住宅ローンについては、子や孫の世代もその恩恵を受けることができるので

仕方ありませんが、生活ローンについては、私たちの世代が日々の飲食などに消費してし

まうものですから、子や孫には残せません。 

 

 

２．財政悪化の要因 

（１）給料、仕送りの減少 

本市の収入の約 57％は、市民や法人から納めていただく市税と国から交付される地方

交付税で占められています。過去の推移を見てみますと、市税は、耐火物業界をはじめと

する地場産業の衰退、バブル経済の崩壊以降のマイナス成長、景気の低迷等により平成

9年度をピークに減少傾向にあり、幾分持ち直しつつあった平成 20年度以降、アメリカ発

の金融不安により世界経済が減退した影響を大きく受け、再び減少に転じました。その後、

国の経済対策等により景気は緩やかな回復基調にありますが、市税に反映するには至っ

ておらず、減少傾向に歯止めがきかない状況となっています。 

一方、地方交付税は、原資となる国税の減収から、平成 12年度をピークに年々減少し、

平成 13 年度からは臨時財政対策債が創設されて、地方交付税の交付額とその原資との

差額（不足額）を、国の交付税特別会計がその全額を借り入れる方式から、地方自治体が

一部を借り入れる方式に変更となりました。この臨時財政対策債を含む広い意味の地方交

付税は平成 19 年度まで減少が続きましたが、その後は算定数値の増減や景気対策など

国の政策により一時的に増加傾向となっています。 

また、国県支出金については、国の経済対策に伴う交付金の増などに伴い、やや増加

に転じています。 

 

 

【普通会計・収入の推移（市税・地方交付税・臨時財政対策債）】            （単位：百万円） 
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年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

市税 5,205 5,323 5,309 5,138 5,029 

地方交付税 6,714 6,884 7,014 7,008 7,001 

臨時財政対策債 1,224 889 907 920 881 

合計 13,143 13,096 13,230 13,066 12,911 

（参考：地方財政状況調査） 
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（２）借金返済は高水準 

本市では、国の経済対策のもと平成 2年度以降、単独の投資的事業を積極的に実施し、

財源として多額の市債を発行してきました。この市債の償還すなわち借金の返済費が高額

で推移し、財政を圧迫しています。 

投資的事業に市債が充てられるのは、子や孫の代もその恩恵を受けることから後年度

負担が認められているものですが、平成 13 年度以降は収入不足を補うため、いわば国の

赤字国債に相当する投資的事業に充当しない臨時財政対策債（生活ローン）まで借入れ

を行っています。 

平成 26年度末の市債残高は、普通会計で前年度より 9億 700万円増加の 184億 900

万円、病院事業や下水道事業などの企業会計を含めると前年度より 2,900 万円減少の

452億 6,900万円となり、市民一人当たり 122万円の借金を抱えていることになります。 

償還のピークは平成 20 年度でしたが、今後も架橋事業や病院建設事業、教育施設耐

震化事業等の大規模事業に係る借入れの元金償還の開始が控えており、可能な限り市

債の発行額が元金償還額を超えないよう投資的事業の抑制を図り、市債残高の縮減を図

っていかなければなりません。また、平成 19年度から平成 24年度までは高金利の公的資

金の繰上償還や借換えの実施、平成 25 年度以降は地方交付税への算入のない市債の

繰上償還の実施など、後年度の公債費負担の軽減に努めています。 

 

 

【市債残高の推移】                                       （単位：百万円） 

年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

普通会計 17,672 17,459 17,582 17,502 18,409 

公営企業会計等 30,395 30,167 29,348 27,796 26,860 

 
うち下水道事業会計等 24,452 23,439 22,495 21,312 20,218 

うち病院事業会計 4,395 5,193 5,356 5,028 4,704 

合計 48,067 47,626 46,930 45,298 45,269 

（参考：地方財政状況調査ほか） 
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（３）将来のための非常食（貯金） 

市の貯金である基金のうち、収支不足を補うための基金として財政調整基金と将来負担

軽減のための減債基金があります。平成 12 年度以降は収支不足による取崩しが続きまし

たが、平成 18 年度以降は取崩しをすることなく、財政調整基金、減債基金ともに残高を増

加させることができています。平成 26 年度はその他特定目的基金についても振興基金 1

億 100万円などを積み立て、普通会計全体で前年度から 2億 5,900万円増加しました。 

今後も収支の均衡を図りつつ、将来の多大な財政負担や財源不足に備えて、計画的に

基金への積立てを行っていく必要があります。 

【基金残高の推移】                                      （単位：百万円） 

年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

財政調整基金 2,205 2,456 2,757 3,058 3,310 

減債基金 629 730 980 1,181 1,281 

その他特定目的基金 2,776 3,025 3,530 3,908 3,815 

 うちまちづくり振興基金 1,513 1,514 1,514 1,515 1,516 

計 5,610 6,211 7,267 8,147 8,406 

（参考：地方財政状況調査） 
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３．財政指標は黄信号  

 （１）実質公債費比率 

実質公債費比率は、公営企業の地方債の償還財源として繰り出された繰出金、一部事

務組合の地方債の償還財源として支出された負担金、債務負担行為の設定に基づく元利

補給等に係る補助金等を含めた借金の返済額が、財政規模に対してどの程度占めるかを

示す比率です。 

本市では 14.0％となり、徐々に低下しつつありますが、県内都市の中でも高い水準とな

っています。 

この比率が高い要因としては、下水道事業債の償還財源として特別会計へ繰り出す額

が著しく多いためと考えられます。 

地方債の発行は、平成 18 年度から協議制に移行しましたが、実質公債費比率が 18％

を超える団体については従来どおり許可が必要であり、さらに 25％を超えると「地方公共

団体の財政の健全化に関する法律」による「財政健全化団体」となり、財政健全化計画の

策定や県知事への報告などが義務付けられることになっています。 

平成 26 年度の実質公債比率は、地方債発行に許可を必要とする 18％の基準を下回り

ましたが、この先、架橋建設事業や教育施設の耐震化事業など大型プロジェクトで発行し

た地方債の償還の増加や普通交付税の減少に伴う財政規模の縮小が始まると、再び指

標が悪化する可能性があります。 

このため、今後も引き続き地方債発行の抑制と行財政改革プランなどによる財政健全化

の取組強化を図っていきます。 
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（２）経常収支比率 

人件費や公債費などの経常経費に市税などの経常的な収入がどの程度充てられてい

るかを見るもので、その割合が高いほど財政の弾力性が失われていることになります。つま

り、財政運営の余裕がないということになり、市の場合は 75％程度が妥当とされています。 

最近の普通交付税の一時的な増額などにより、多くの市が改善の傾向にありますが、本

市では、平成 26年度は前年度より 0.2ポイント改善しておりますが、依然として 75％を大き

く上回る 91.2％に達しています。 

 

（３）実質公債費比率と経常収支比率（クロス表） 

実質公債費比率と経常収支比率をクロスさせて財政の健全状況を表したもので、右肩

上がりになるほど財政状態が悪いということになります。 

本市の場合、実質公債費比率は平成 20 年度以降順調に数値が下がっていますが、経

常収支比率はほぼ 90％台で推移しており、財政の硬直化はほとんど改善されていませ

ん。 

 

【公債費比率と経常収支比率の推移】                             （単位：％） 

年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

実質公債費

比率 
18.1 17.4 16.4 15.9 14.0 

経常収支比

率 
89.3 93.8 90.6 91.4 91.2 

※経常収支比率は、減税補塡債及び臨時財政対策債を経常一般財源に加えた場合の比率 

（参考：地方財政状況調査） 
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４．施設の維持管理経費が増えている 

公共施設の維持管理経費が増加傾向にあり、財政を圧迫しています。 

総合運動公園や勤労者総合福祉センターなどの公共施設の管理には、指定管理者制度を

導入して経費の節減に努めています。 

しかしながら、施設の老朽化の進行に伴い、大規模な改修を要するケースが増加するものと

見込まれます。 

 

【主な施設の平成 26年度維持管理費】  

施 設 名 
対象人員 受益者一人（戸）当たり経費 市民一人当たり負担額 

算定年月日 人員等 （円） うち市税等 （円） うち市税等 

保育園 H26.4.1 477人 907,679 697,954 11,686 8,986 

幼稚園 H26.5.1 309人 650,168 584,511 5,422 4,875 

小学校 H26.5.1 1,545人 152,014 148,955 6,339 6,211 

中学校 H26.5.1 930人 152,215 147,756 3,821 3,709 
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ごみ処理施設 

（収集業務を除

く） 

H27.1.1 37,050人 8,387 6,148 8,387 6,148 

公園 H27.1.1 37,050人 2,836 2,836 2,836 2,836 

市営住宅 H27.3.31 376戸 85,085 4,755 863 48 

市民会館 H27.1.1 37,050人 1,631 1,490 1,631 1,490 

公民館 H27.1.1 37,050人 2,515 2,447 2,515 2,447 

図書館 H27.1.1 37,050人 347 346 347 346 

 

５．事業会計の現状 

 （１）下水道事業への繰出しは、支出全体の 9.9％を占めている 

下水道事業は、雨水排水事業のほか汚水処理施設の建設や下水管を各家庭から処理

場まで埋設していかなければなりませんので、莫大な費用が掛かります。その財源は、国

庫補助金、受益者負担金のほか、大半は市債の発行による借金であり、平成 26年度末で

約 202億円の残高を抱えています。 

また、下水道事業は、公営企業として独立採算による運営が基本原則であり、管理運営

に必要な経費は下水道使用料金で賄っていかなければなりませんが、利用率の低迷、整

備区域人口の減少などにより、料金収入だけではかなりの不足が生じています。そのため、

国の基本的な考え方に基づき一般会計からその不足分を繰り出しています。その額は、

平成 26 年度には 19 億 5,700 万円に達しており、普通会計歳出決算額の 9.9％を占めて

います。 

 

（２）特別会計への繰出金は増加傾向 

高齢者人口の増加とともに、後期高齢者医療事業、介護保険事業への繰出金の増加

が続いています。今後もこの傾向は続くものと見込まれます。 

【繰出金の推移】                                        （単位：百万円） 

年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

国民健康保

険事業 
252 258 246 251 285 

老人保健医

療事業 
0 - - - - 

後期高齢者

医療事業 
576 595 615 642 659 

介護保険事

業 
529 567 544 549 575 

下水道事業 1,677 1,935 1,951 2,008 1,957 

その他 195 44 32 33 230 

計 3,229 3,399 3,388 3,483 3,706 

（参考：地方財政状況調査） 
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６．今後の財政見通し 

本市の平成 27年度予算は、国の経済対策の効果などによる景気の回復が期待されるものの、

市税の減少傾向は変わらず、地方交付税を前年から微増と見込んでいることからかろうじて収

支は均衡しています。しかしながら、平成 27 年度から合併による恩恵の縮減が始まり、地方交

付税のうち普通交付税が段階的に減額されております。このような状況を踏まえ、大幅な歳入

の減少にも耐え得る財政構造の確立に向けて根本的な改革を進める必要に迫られています。

また、これまでと同様に財政調整基金と減債基金の積立てを計画的に行い、将来に備えること

も必要です。 

このため、これまで以上に事業や施設等の統廃合、縮小、廃止による歳出削減と、使用料、

手数料などの自主財源の確保に早急に着手し、財政破綻を回避しなければなりません。 

こうした取組には、市民の皆様のご理解とご協力が不可欠であり、行政の役割や責任領域、

厳しい財政状況の中で何を優先すべきかを市民の皆様とともに考えながら、将来にわたって持

続可能な財政基盤の確立に努めなければならないと考えています。 
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3
3
0
7
.
5
%

5
3
,
4
8
0

0
.
3
%

2
.
3
%

5
3
,
4
7
0

0
.
3
%

0
.
0
%

5
5
,
6
1
5

0
.
3
%

4
.
0
%

7
6
,
8
9
5

0
.
4
%

3
8
.
3
%

5
3
,
9
2
0

0
.
3
%

-
2
9
.
9
%

3
,
2
1
7
,
0
7
7

1
7
.
3
%

3
.
0
%

3
,
3
8
7
,
2
4
3

1
8
.
5
%

5
.
3
%

3
,
3
7
5
,
6
1
6

1
8
.
4
%

-
0
.
3
%

3
,
4
7
0
,
0
6
4

1
9
.
1
%

2
.
8
%

1
,
7
5
4
,
4
3
2

8
.
9
%

-
4
9
.
4
%

1
8
,
5
5
3
,
9
0
1

1
0
0
.
0
%

8
.
4
%

1
8
,
3
1
4
,
2
6
0

1
0
0
.
0
%

-
1
.
3
%

1
8
,
3
7
1
,
1
3
1

1
0
0
.
0
%

0
.
3
%

1
8
,
1
7
2
,
5
4
5

1
0
0
.
0
%

-
1
.
1
%

1
9
,
7
5
0
,
1
4
0

1
0
0
.
0
%

8
.
7
%

（
３
）
決
算
収
支
の
状
況

Ａ
歳
入
総
額

Ｂ
歳
出
総
額

Ｃ
形
式
収
支
(Ａ

－
Ｂ

)

Ｄ
翌
年
度
へ
の
繰

越
財

源

Ｅ
実
質
収
支
(Ｃ

－
Ｄ

)

Ｆ
単
年
度
収
支

Ｇ
積
立
金

Ｈ
繰
上
償
還
金

Ｉ
積
立
金
取
崩
し

額

6
5
6
,
4
5
1

1
5
9
,
2
9
9

1
,
7
0
1

1
6
1
,
0
0
0

（
単

位
：

千
円

）
平

成
2
6
年

度 2
0
,
9
3
0
,
3
2
3

1
9
,
7
5
0
,
1
4
0

1
,
1
8
0
,
1
8
3

5
2
3
,
7
3
2

1
5
,
8
1
2

1
6
0
,
4
5
4

1
,
1
3
6

1
9
,
7
2
8

△
 
3
0
,
2
2
2

1
,
7
8
4

4
,
5
7
2

平
成

2
2
年

度 1
9
,
2
1
6
,
8
6
8

1
8
,
5
5
3
,
9
0
1

6
0
1
,
0
1
3

災
害
復
旧
費

失
業
対
策
事
業

費

積
立
金

貸
付
金

人
件
費

－12－

義
務
的
経
費

繰
出
金

投
資
及
び
出
資

金

実
質
単
年
度
収
支

（
Ｆ
＋
Ｇ
＋
Ｈ
－

Ｉ
）

合
  

計

扶
助
費

公
債
費

物
件
費

消
費
的
経
費

維
持
補
修
費

そ
の
他
の
経
費

区
　

　
　

　
　

分

補
助
費
等

投
資
的
経
費

普
通
建
設
事
業

費

1
7
1
,
2
8
2

4
9
1
,
6
8
5

△
 
2
3
,
8
6
6

6
6
2
,
9
6
7

平
成

2
4
年

度 1
9
,
1
3
2
,
5
9
8

1
8
,
3
7
1
,
1
3
1

7
6
1
,
4
6
7

1
,
2
2
9

2
,
6
8
7

9
4
,
6
5
2

9
0
2
,
6
0
8

1
8
3
,
2
8
7

7
1
9
,
3
2
1

9
3
,
5
1
6

平
成

2
3
年

度 1
9
,
2
1
6
,
8
6
8

1
8
,
3
1
4
,
2
6
0

平
成

2
5
年

度 1
8
,
9
9
0
,
3
1
9

1
8
,
1
7
2
,
5
4
5

8
1
7
,
7
7
4

3
2
0
,
6
2
2

4
9
7
,
1
5
2

△
 
1
0
3
,
8
6
1

9
9
0

9
6
,
4
0
4

△
 
6
,
4
6
7



８
．
主
な
財
政
分
析
指
標
の
推
移

4
.
1

4
.
9

4
.
9

4
.
0

5
.
4

類
似
団
体

6
.
1

6
.
3

5
.
5

5
.
7

8
9
.
3

9
3
.
8

9
0
.
6

9
1
.
4

9
1
.
2

9
9
.
0

1
0
1
.
0

9
7
.
7

9
8
.
7

9
8
.
2

8
8
.
3

8
9
.
0

8
9
.
6

8
8
.
7

1
4
.
1

1
4
.
9

1
3
.
9

1
3
.
4

1
2
.
4

類
似
団
体

1
5
.
5

1
7
.
7

1
7
.
5

1
7
.
0

8
.
6

8
.
0

7
.
3

6
.
3

5
.
0

類
似
団
体

同
左

同
左

同
左

同
左

1
8
.
1

1
7
.
4

1
6
.
4

1
5
.
9

1
4
.
0

類
似
団
体

1
2
.
9

1
3
.
8

1
2
.
8

1
2
.
0

0
.
5
3
1

0
.
4
9
5

0
.
4
8
1

0
.
4
8
6

0
.
4
8
3

類
似
団
体

0
.
6
9

0
.
4
2

0
.
4
2

0
.
4
1

3
8
.
7

4
0
.
3

3
8
.
9

3
9
.
0

3
5
.
4

類
似
団
体

4
4
.
8

4
6
.
5

4
0
.
7

4
1
.
7

1
6
.
7

1
6
.
3

1
6
.
9

1
5
.
3

2
1
.
7

類
似
団
体

1
2
.
6

1
4
.
4

1
5
.
3

1
7
.
8
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投
資

的
経

費
比

率
投
資
的
経
費
／
歳
出
総
額
×
1
0
0

こ
の
比
率
が
低
い
ほ
ど
財
政
構
造
の
弾
力
性
が
高
い
と
い
え
る
。
「
3
0
％
」

以
下
に
抑
え
た
い
。

※
義
務
的
経
費
＝
人
件
費
＋
扶
助
費
＋
公
債
費

こ
の
比
率
が
高
い
ほ
ど
財
政
の
弾
力
性
に
富
み
、
行
政
水
準
の
向
上
に
積
極

的
な
財
政
運
営
と
い
え
る
。

※
投
資
的
経
費
＝
普
通
建
設
事
業
費
＋
災
害
復
旧
事
業
費

区
　
　
分

公
債
費
充
当
一
般
財
源
／
一
般
財
源
総
額
×

1
0
0

財
政
運
営
の
弾
力
性
を
判
断
す
る
指
標
で
、
一
般
財
源
総
額
に
占
め
る
公
債

費
充
当
一
般
財
源
の
割
合
を
み
る
。
「
1
5
％
」
を
超
え
る
と
要
注
意
。

標
準
財
政
規
模
に
対
す
る
実
質
収
支
額
の
割
合
。
地
方
公
共
団
体
は
営
利
を

目
的
と
し
て
い
な
い
の
で
、
実
質
収
支
（
純
剰
余
金
）
の
額
が
多
い
ほ
ど
良

い
と
は
言
え
な
い
。
標
準
財
政
規
模
と
の
比
率
が
お
お
む
ね
「
３
～
５
％
」

程
度
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

経
常

収
支

比
率

平
成
2
6
年
度

義
務

的
経

費
比

率
義
務
的
経
費
／
歳
出
総
額
×
1
0
0

起
債

制
限

比
率

（
地
方
債
元
利
償
還
金
充
当
一
般
財
源
－
普
通
交
付
税

算
入
公
債
費
－
普
通
交
付
税
算
入
事
業
費
補
正
公
債

費
）
／
（
標
準
財
政
規
模
－
普
通
交
付
税
算
入
公
債
費

－
普
通
交
付
税
算
入
事
業
費
補
正
公
債
費
）

財
政

力
指

数

平
成
1
7
年
度
決
算
か
ら
設
け
ら
れ
た
地
方
債
の
許
可
制
限
に
係
る
指
標
で
、

①
普
通
会
計
で
直
接
支
出
す
る
公
債
費
に
加
え
、
②
公
営
企
業
の
公
債
費
の

財
源
と
し
て
繰
出
さ
れ
た
繰
出
金
、
③
一
部
事
務
組
合
の
地
方
債
の
償
還
財

源
と
し
て
支
出
さ
れ
た
負
担
金
、
④
債
務
負
担
行
為
の
設
定
に
よ
り
将
来
の

負
担
が
予
定
さ
れ
て
い
る
利
子
補
給
等
の
補
助
金
等
の
財
政
規
模
に
占
め
る

割
合
。
「
1
8
％
」
を
超
え
る
と
地
方
債
の
発
行
に
許
可
が
必
要
と
な
り
、

「
2
5
％
」
を
超
え
る
と
財
政
健
全
化
法
に
よ
る
早
期
健
全
化
団
体
に
な
り
、

各
種
制
限
を
受
け
る
。

普
通
会
計
ベ
ー
ス
に
お
け
る
財
政
規
模
に
占
め
る
公
債
費
の
割
合
の
過
去
３

年
間
の
平
均
値
。
「
1
5
％
」
を
超
え
る
と
要
注
意
。

財
政
力
を
判
断
す
る
指
標
で
、
こ
の
指
数
が
「
１
」
に
近
く
、
あ
る
い
は

「
１
」
を
超
え
る
ほ
ど
財
源
に
余
裕
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
地
方
交
付
税

法
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
た
数
値

の
過
去
３
年
間
の
平
均
値
。

実
質

収
支

比
率

公
債

費
負

担
比

率

実
質

公
債

費
比

率

類
似
団
体

概
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
要

（
基
準
財
政
収
入
額
／
基
準
財
政
需
要
額
）

の
過
去
３
年
間
の
平
均
値

〔
（
左
記
①
か
ら
④
－
特
定
財
源
ー
普
通
交
付
税
算
入

公
債
費
－
普
通
交
付
税
算
入
事
業
費
補
正
公
債
費
）
／

（
標
準
財
政
規
模
－
普
通
交
付
税
算
入
公
債
費
－
普
通

交
付
税
算
入
事
業
費
補
正
公
債
費
）
〕
の
過
去
３
年
間

の
平
均

経
常
経
費
充
当
経
常
一
般
財
源
／
経
常
一
般

財
源
×
1
0
0

※
上
段
は
減
税
補
填
債
及
び
臨
時
財
政
対
策

債
を
加
え
た
比
率

財
政
構
造
の
弾
力
性
を
判
断
す
る
指
標
で
、
人
件
費
、
扶
助
費
、
公
債
費
等

経
常
経
費
に
、
地
方
税
な
ど
の
経
常
的
な
一
般
財
源
が
ど
の
程
度
充
当
さ
れ

て
い
る
か
を
み
る
。
「
7
5
％
」
程
度
が
標
準
的
と
さ
れ
て
い
る
が
、
数
値
が

高
い
ほ
ど
財
政
が
硬
直
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

算
出
方
法

平
成
2
4
年
度

実
質
収
支
／
標
準
財
政
規
模
×
1
0
0

平
成
2
5
年
度

平
成
2
3
年
度

平
成
2
2
年
度


